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はじめに

現在いくつかの大学で死の定義をめぐって、脳死を認めたということが報道されている。

私の知る限りでは、その決定には倫fll1問題に関する議論が欠如しているようにおもわれる。

アメリカでの脳死の議論は、1968年のハーバード報告以来議論に議論を重ねて、各州がそ

れぞれにそれの法律を制定しているが、その議論はまだ続いている。脳死関`係の文献をあ

さると、その量の多さに唖然としてしまう。量が多いだけ、発言の内容も多様であるよう

にみえる。しかし、こうした議論がどんなに形を変えているとしても、行き着くところは、

欧米人たちの長い歴史を通して、培われ伝承されてきた思想の基礎に突き当たる。ここで

問題にしようとする人間を対象とする研究についての倫];111も、脳死の問題と同様、バイオ

エッシクスの問題として提起されているが、ここでもIrlじく西欧思想の岩盤にあたる。こ

うした岩盤のうえで、多様な民族の統合体であるアメリカでは、人々の国民としての基本

的人権への現実の要求が高まり、バイオテクノロジーの発展に刺激され、人々の間で急激

に議論を呼び起こした。ビーチはこのことについてつぎのように語っている。

「ここに二十年間はメディカルエシックスの動乱の時であった。新しいバイオメディカ

ルの技術と研究と、1960代の平等主義権利の革命（市民の樅利、女性と学生の権利、患者

の樅/Iill）との二つの力はメディカルエシックスにおけるilili命を/ｋじさせた。ヒポクラテス

的･伝統は、へプライ的一キリスト教伝統のように、個人を噸竃することが少なく、しかも

社会において雌も困窮なものの保謹に関心をもつことが少なかった。しかしヘブライーキ

リスト教的伝統が現在の新しいメディカルエシックスを養ってきた。正義と自立の原則が
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メディカルエシックスの新しい基礎としてできあがってきた｡」（文献No.１，pix）

メディカルエシックスの理論についての新しい倫理学の一般的理論的構築を目指して、

これまで医の倫理の議論がく専門家〉たちの間でなされてきたのであったが、英語圏を[|］

心とした国では、ビーチが指摘する市民の平等主義への権利要求への変革運動と、バイオ

テクノロジーの発展を契機として、ここ二|･ｲl2l11jで専ｉ１ｌ家ではない人たちの参加が議論を

呼び起こし、専門家でない人たちにもメディカルな決定に際して積極的に、’一分に参加者

として認められるまでなっている。その談論は、彼らの文化的、歴史的、宗教的な生全体

を背景として、多様な形で提起されているのである。-11で言えば、バイオエシックスの

現在の議論には、彼らの生き方を支えている彼らの深い思想の基盤に基づいている。こう

したことを念頭におきながら、ここではピーチに従い、〈人間を対象とした実験の倫理＞

（Human-Experimentationl2Lhics）をとりあげ、その議論の何かを明らかにしてみ

たい。医学での人体実験に対する批､ｌｉＩは何時の時代にもあったし、また医学の名前のもと

で、なされた残酷な人体実験の実例は枚挙のいとまがないぐらい多い。そのなかで、ナチ

政権のもとでの医学者たちの行為はあまりにも有名である。「ニュールンベルグ綱領」（1

947年）は、こうした過去の残忍な行為を二度と起こしてはならないとする誓いの宣言で

あり、それはく人間に対する実験研究についての倫理綱領＞であった（Nq3、ｐｐｌ６３－

(1)。この綱領は、さらに〈ヒトにおけるパイオメディカルな研究に携わる医師のための

勧告＞と題した「ヘルシンキ宣言」として'964年に１１１界医師会で採択されて75,83年と修

正されてきた。

それによると、パイオメディカルな研究のｒＩ的は、当然にもく診断、治療そして予防方

法の改善と病気の原因についての理解でなければならない＞が、それにしても、この研究

は部分的にはくヒトにおける実験＞に頼らなければならない。そのためのこのくヒトにお

ける実験〉の基本的原則が検討され、それがつぎのように定められることになった。当然

のこととして用意周到な実験計画がたてられなければならないこと、そしてその計画を検

討､指導する検閲委員会(臨床的に有能な医学の資格のある人によって構成される委員会）

が設置され、そこで検閲を受けなければならないこと、そしてその計画には被験者の予知

される受益と危険との比較考慮して、常に受益になることが何よりも優先されていること、

さらに実施にあたっては、被験者のプライバシーを尊亜し、インフォームドコンセントに

基づいていなければならないことなどが定められることとなった。こうした基本的な原ｊ１ｌＩ

は、その後ほとんど世界医師会が開催されるたびに採択されているが、そうしなければな

らないほど、この理念の行使が現実にはなされ雌<、現実には数多くの被験者たちが如何

に不当な取扱いを受けているのかを示すものでもあろう（No.11、pp839-43)。

その事,例の典型としてしばしばあげられるのは、たとえば、1966年ヘンリー・ビーチヤ

のレポート（No.５）には、治療しない患者の経緯をみるために、貧しい南部の黒人の梅謙
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の治疲放i'Ｉ（タスキギー事件)、メキシコの女性に対してピルの副作用の心１大Ｉ性の原|人|を

知るために、バスコントロールの代わりにプラシポが与えられたこと、ターミナル患者に

同意なしにガン細胞を注入し研究がなされたことなどであるが、その他数多くの辮例が枚

挙されている。言い替えれば、ニュールンベルク綱領は空文化されていた事実を裏付ける

事例が数多く報告されている。現代のバイオエシックスの議論がくインフォームコンセン

ト>、〈死の判定>、〈臓器移Ii11i>、〈妊娠｢|｣絶>、〈医療資源の配分＞などにlfI1けられてい

るが、しかし<ヒトを実験の対象＞とする臨床医療研究の在り〃をめぐる問越も欠かすこ

とのできない問題となっている。

この問題について議論が重ねられ、改めて臨床研究の倫理の在り方と研究の指針を与え

る道徳的並びに法的なガイドラインが作られてきた。人類の将来の受益のためには、ヒト

の実験が欠かすことが出来ないが、それでも被験者を危険においやることのなく、被験者

が尊頑され、道徳的な人格者として取り扱われるようなヒト災験のガイドラインの作成が

現在必要とされている。その場合、人間が一様の｛illi｛Uliを志|(Ｉして生きるというのではなく、

さまざまな価値観を志向して生きるのだということが前提とされており、それゆえ、多様

な価値観に生きる人々の受益を満たすような倫理の基礎となるものを探ることが必要とさ

れている。現,代は、ビーチに従えば、〈ポストニュールンベルグ＞（Xql、ｐ､２）の領域に

生きている。小論では、主としてロバート・ビーチ（RobortMVeaLch）に従い、臨床

医学研究の倫理の問題に関する議論の('１Jかをたどり、そしてそれらの議論の基礎となって

いる倫理理論を探ることにある（Voatchに関しては、文献NoL1-KU5によっている。こ

こでは主としてＸｑｌによっている)。そのさいに〈ニュールンベルグ綱領＞で示されてい

る規定が西欧の医の倫理を導いてきたくヒポクラテス〉倫理と現代の倫理理論を代表する

〈規IllI功利主義倫理〉（N０１１，１２）とどのような連関と繭藤があるのかに焦点を合わせて

いきたい。

実験に関する倫理の基礎

研究のミニマムな正当化としての受益臨床医学研究の倫理に関する議論は、すでに述べ

たようにニュールンベルク綱領やヘルシンキ宣言などに沿っていて、〈被験者の受益〉が

前提とされている。しかし、問題となるのは、医学研究が第一義的にたんに個人の受益の

優先というよりも<将来の人類全体の健康＞に仕えるということを目的としているという

ことである。先ほどあげたビーチャーの報告にある非巡な突験も人類の健康に仕えること

は否めない。さらに、どの新しい治療も治療の対象が人l1ilである限り、それが究極的には

人Ｉ１ｌｊに実験的に施されなければならない。したがって、臨床医学研究は、被験者の受益を

前提としていながらも、被験者が実験的治療によって受益というよりも、害悪を受けるリ

スクにつねに晒されているし、そもそも受益と害悪とのボーダーラインを引くこと
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はきわめて離しい問題である。欧米の思想を背景とした今Ｉ１の議論は、こうした難問に対

しておよそ功利主義的理論と義務論的理論との葛藤という形でなされている。

別な言い方をすれば、臨床医学研究は、つねに被験者の<受益＞のためになされなけれ

ばならないとする立場と鞭柄それ自体（あるいは知識自体knowledgeporso、あるいは

非治療的研究）を究明するという立場とに分けられる。またさらに、〈受益の原則＞

（principleofbeneficence）をかかげる功利主義的倫理理論（結果主義の11M論）とく'二｜

立の原11'１＞（principleofauLonomy）をかかげる義務論的理論（非結果主義の理論）ば

かりではなく、その他の欧米の倫理理論がそれぞれの立場からこの問題の解決に対して提

言していることも忘れてはならないが、］そとしてこの二つの理論に焦点を併せて議論を呼

んでいる。これに関して、たとえば、ジロンは、「医療倫理のなかで最も共通したカテゴ

リーの一つは、患者の１１鱗の受益になると考えられるものをしようとする欲求から生じる。

究極的には、その葛藤は、一方では有益なこと、つまり善をすべきだとする原則と、他方

では人々の自立を尊重すべきだとする原１１１１との葛藤である＿（No9）と述べている。しか

し、今I:1のこの問題に関する議論は、ただたんにこれらのHIH論の葛藤という形で議論をす

るのではなく、如何にi[j者の立場を融合し、第三の立場をIilli立するのかという新たな課題

を追求していることに注目しなければならない。ペリグリーノ、トーマサーに代表される

見解（Nq8）であり、ビーチもどちらかと言えばこの立場に立っている。ビーチの見解は、

どれか一つの原則によって構成されるような倫理理論ではなく、〈自律の原1111＞とく受益

の原１１１１〉とを等価な原！(ﾘとみなし、他に<il筌義の原理＞などをも組み入れた理論の構成を

説いているが、それにもかかわらず、彼は非結果主義的理論に優位性を与えようとしてい

る。彼も〈受益の原則＞の必要性を強調しているが、それは非結果主義的な見解に優位性

をおく限りである｡彼の定義する<受益の川Ｉ＞はく賑しい行為の特性をつくりだすこと＞

（Nol）が目指されている。これは結果主繊の立場から導かれるようなものではない。そ

うした意味の<受益の原則＞を越えて、義務論のいう非結果主義の立場に第一義的に優位

をおくことによって、始めてく受益＞が問越となるというのであり、その限りで、臨床医

学研究を正当化するミニマムな条件を〈受:lMiiの原則>としているのである。その経緯をビー

チに従って、たどってみたい。

ヒポクラテス医学との葛藤<人間を被験者とする研究＞について、近代に大きな影響を

あたえたのは、実験医学の提唱者であったクロード・ベルナールのＴ実験医学研究序説』

であった。そこでベルナールは、「私たちは、人間について実験や生体解剖を行う権利が

あるであろうか」と問い、「私たちは人間の生命を救い、病気を治すなど、人間の利益と

なる場合には、いつも人間について実験を行う義務があり、それゆえ有益である」（No.５，

p､102）と答えて、そのI【１１曲をキリスト教倫理に求めたのであった。「キリスト教の道徳は
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ただ一つのことを禁じている。それはE|己に近いものに,i';を』Ⅱえることである。したがっ

て人間について試みることのできる実験の中で、ただ害のみを生ずるようなものは禁じら

れ、無森なものは許され、有益なものは奨励されるべきである」

ベルナールは、〈人類にとって善となる実験は道徳的に容認できる＞として、ヒポクラ

テス的医の倫理の伝統にチャレンジをした（ベルナールによれば、ヒポクラテス医学はロ

然の治癒力を信じて、医薬[ＩＡの治療作111をあまり信1Ｍしない、観察医学とか経験主義の医

学である)〉（Nql)．ところで、ヒポクラテス的医学の倫11Mによれば、医師の倫理的義務

は医l111iの能ﾉﾉと判断にしたがって、患者に受益を施すのである。この見解は、現代の倫理

理論において論じられている〈受益の原則＞とは二通りにおいて異なっている。第一に、

ヒポクラテスの原則は、〈患者の善とだけ＞で、一般的な善の算出に関わってはいない。

第二に、鍛善の決定はく医師＞に委ねられている。

ヒポクラテス的医学では医学は臨床職業として－つの術としてみなされており、した

がって、臨床医学研究の倫理に対しては何等の問題が提起されていない。すべての医師は

患者の受益のために努力し、伝統的な治療が効き目がなく、患者の状態が重いときには、

医師は新しい何かを試みることができ、まだやられていない治療が患者の幸福という名目

で正当化された。こうした在り方は、たとえば近･代のアングロ・サクソン職業としての医

師倫理を確立したトーマス・パーシバールの倫理綱領にみられる。彼は、「これまでに観

察されなかった状況に遭遇した!｣l例が起こった場合にはいつも、あるいは治療の通常のや

りかたが成功しなかった事例にあったときには、いつも新しい治療と新しい外科的治療が

工夫されるべきであるというのが公衆のために善であり、特殊な事例では貧しい者に対し

ての利益である（社会の大半の膨大な階層であるので、癒しの術の最大の受益である)」

（Xq5、ｐ､1354-60）と書いている。このように、これまで新しい処置はヒポクラテス的

医学では病人の受益であるという理由で正当化されたのであった。

それに対して、全く新しい知識の漣得を第一の目的とした体系的な方法での実験主義の

研究を樅想したのがベルナールであった。この知識は将来人類の為になるかもしれないが、

被験者には1嵐接的な受益が意図されているとは必ずしも言えないものも含まれている。私

たちは本来研究と治療は区別されるべきものであることを承知している。〈研究はその性

格からして治療と混同してはならず、知識の獲得のためになされる〉（ロバートレビネ）

010.13）と言われているように、ビーチも、「〈プラクシス＞と呼ぶ治療はもっぱら患者

の受益が意図とされ､<非妥当のプラクシス>と呼ぶ治療的処臓に関する研究、〈非治療的＞

研究（薬の投与や処理をし、データの収集）とは区別される」と述べている。すべての研

究行為が治臓のプラクシスであると同時に知識の狸得と両立させることはきわめて困難で

あり、むしろジレンマを抱えていることは否めない。

実験医学の構想は、つねに患者の受益のためにのみ振る舞うヒポクラテスの誓いと衝突
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したのは言うまでもなかった。世界医師協会はヒポクラテス的拘束とベルナールの受益の

倫理との間の葛藤を示した。1948年の倫理綱領ジュネーブ宣言は、「私の患者の健康は私

の第一の考慮とするものである」と条文を掲げ、ヒポクラテスの誓いの現代版であるとさ

れている医の倫理綱領を採択すると共に、さらに世界医師協会はメディカルエシックスの

国際的コードをその一年後に採択し、￣人間の身体的または精神的な抵抗を弱めるような

いかなる行為や助言も、その人の受益のためにのみ用いられることができる」と、患徴を

弱める可能性のあるどんな研究処慨も排除した。しかし、こうしてヒポクラテス的伝統が

医学の研究に適用されるべきであるという研究の倫理的コードを公表すると、世界医師協

会はく非治療的研究＞をどうするのかという問題の重みを背負うことになった。ヘルシン

キ宣言は、その問題への対処であり解決策のガイドラインを示したものであった。〈被験

者の研究のための倫理のコード〉として「実験室の実験の結果がこれからの科学的知識を

人間に適川し、苦しんでいるヒューマニティ（人間）を助けることが本質的であるゆえに、

世界医師協会はつぎのような勧告を医師の指針として準備した」（】0.11）と書き、世界医

師会は、〈非治療的臨床研究＞を承認し、それの倫理ガイドラインを定めた。それは患者

の幸福あるいは受益にただ一つの焦点をおいたヒポクラテス医学の原則の法規を意味した。

そこで<受益の原則>はく非治療的研究＞を正§I1化するために用いられた。それはベルナー

ルの言う〈受益＞を意１床した。

ベルナールと“primunnonnocere，，もう一つのベルナールの提起した問題は、ビー

チに従えば、〈治療における受益のアプローチと医師の伝統的倫理との緊張関鬮係にもたら

した>ということである｡医師の倫理的義務の核心は何かとの問いに、西欧の医師のフォー

クエシックス（folkothics）のくなかんずく、霧を加えるな〉“primunnonnocere''と

いうことがしばしば言われている。それは医師たちのなかにあって、マイノリティの倫理

的見解であったが、それが研究医学倫理の基礎となっている〈受益の原理＞に重要なＩＭＩ題

を提起している。

医師のプライマリの義務がく害を与えない＞“nonnocere”という意味は暖昧である

が、医師の行為がく善の正味の１１tを最大とすることを計算すること＞にあるということを

言おうとしていると一般的には解することができる。そうであれば、それはく受益の原

則＞を混乱している。［註；特に道徳的に新しいものではない。カトリックの二重効果の

教説（doctrinoofelTecL）に訴える方法でもある。これは誰もが他人に対して直接的で、

意図的な害悪を望むべきではないという教説であって、私たちの行為はたまたま自分たち

の意図とは関係なく、善であったり害悪であったりする。ところで、積極的に害悪を生み

出すことと道徳的に善であることをするというのは、まったく異なっている。問題は、あ

る行為が善を生みだし、悲悪を避けるとするならば、それぞれに正しいという原則である。

－４２－ 
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それぞれの行為に応じて二つの、受益と非一害悪（non-malofiocGnce）の道徳的原11|]が

あげられている｡］

現代の英米の倫理学者である、ロス、フランケナ、ビーチャム、チャイルドレスたちは、

<害悪を避ける義務>を<受益の義務>よりも緊急であると主張している（No.１１，１２，１４)。

しかし、〈啓悪を避ける義務〉が特に緊急で、〈善を生み11}すこと＞よりも優先されるべき

であるとする主張は、これは臨床陵雅において、特に臨床医\:研究において重要なＩＭｌ題を

生み||Ｉしている。ビーチによれば、「〈害悪を避ける＞というIij(Illlは、論理的には如何な

るメディカル干渉もすべきではないという結論一に導き、「そのことによって、少なくと

も害悪は避けられるが、人々を手助ける多くの機械を見逃してしまい｣、したがって、害

悪の回避を道徳的に優先させる議論は、「ヒトを傷つける危険があるようなときには、何

もしないのがいいという結論をﾘ|き'|)すこと」（〈親指の規１１ﾘ＞）になり、「その態度を研

究医学に適用し、害悪の１１１１避の優先が医師の道徳義務とすれば重大な問題が生じる」（Ｎｏ

ｌ、ｐ､20）のである。

確かに、ビーチの言うように需悪の回避を特別に優先する義務があるとすれば、そのと

き実験的な試みはいつも非倫理的なこととなろうし、､保守的な危険の少ない選択、つまり

,伝統的な治療の選択が常に義務となろう。つまり“primumnonnocere”は、保守的倫

理で、臨床の研究医学を非倫理的で、すべての実験が実際には結局非倫理的であるという

結論を導くことになるであろう。

ビーチに従えば、“primumnonnocere”を優先する立場に立てば、このようにして

伝統的医嫌の在り方を守り、〈臓器の摘出＞とか、新しい治癒法を開発していく現代の医

療を非倫理的なものとしてしまうので、〈実験的医学研究＞を認められないことになる。

それゆえ、この問題への一つの解決はヒポクラテス的な患者に焦点を合わすことと害悪の

回避の優先を放棄し、ベルナールやベンサムのように受益の原則を直接に採用することに

あるとして、ビーチはく受益＞の意味を、功利主義的観点から、あるいは結果主義の立場

から１１M解することを提案する。〈しかし害悪の回避の優先をwl｢(否するような優れた理'''づ

けがある。それは結果が受益か涛懇かのどちらかになるのかによって判定する場合である。

害惑な結果に特殊なウエートを与えることよりも、むしろ正味の受益あるいは受益／害悪

の割合に対して最大に努力することを説く場合である〉（Kql、ｐ21）とビーチは述べて

いる。

功利主義理論における〈受益＞とく害悪〉の問題しかしく受益の原則＞も吟味してみれ

ば、それ自体重大な問題を生みだしていることが分かる。たとえば、臓器移植を例にとる

としよう。その原則を貫いていけば、死にゆく多くの人たちを救済するために、ある人間

が犠牲にされても、臓器移植のための臓器の摘出が正当化されるという主張となる。功利
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性の原則が言っていること（つまり各々の可能的な行為の功利性を計算するという見解）

は、意図した受益が意図した害悪に優れば、同意なしでも人間に対する恐ろしい実験をも

正当化することの可能性があることを認めることになるからである。

この問題についてはナチの人間を被験者とした研究が受益の原則に基づいた研究の倫理

の解決の糸口を与えてくれている。むろん功利主義者たちはナチの行為を是認はしない。

しかしながら、功利主義者たちが、ナチの研究は受益／有害の原則に基づいて正当化され

得ないと、自分たちの理論を如何に擁護しても、彼らの主張が論理的にはナチの主張と同

質的ではないとは否定できないのである。ピーチは、受益と害悪を功利lLkの原則に従って

計算するということには反対してはいないが、その原則がく最大多数の最大幸福＞を１－１実

として、〈将来の大多数の人類の為に>、〈個人の同意なしに>、実験的な医療行為を正当

化に導くことをその原則から論理的に導かれるような結果主義の理論（功利主義理論）は

擁護されないと言うのである。

ビーチはつぎのように述べている。「功利主義者は、原則的にはこの種の受益だけの策

略を採用して、同意のない小数の被験者に対してなされる害悪よりも大多数の人々に可能

的な受益が優る場合の実験を計画できると主張している。受益の原則を満たすために、結

局はより大な受蔬を生み出すような他の選択の余地がないということが必要とされる。そ

のことは、被験者が可能な限りヒューマンに取り扱われる必要があり、大多数の人たちの

ための受益は、被験者の生命を奪ったり、激しい苦痛を与えたりすることを正当化するほ

ど大きいものである必要があるということを意味する。しかしこうした諸条件が整えば、

受益の原則を単純に主張することは、被験者の同意なしにもそのような害悪や損傷を加え

ることを正当化するとなろう」（Nol、ｐ､24)。

他の原則へのニードーニュールンベルク裁判「同意のない被験者の生命を奪ったり、激

しい苦痛を加えたりすることを原則的に承認するような適用を避けようとすれば｣、当然

のこととして｢受益の原則に制限が加えられ､他の原1111が求められなければならない」（KCL

１，ｐ､23）ことになろう。

ニュールンベルグ裁判においてナチの行為は徹底的に調査され検討された。そうした非

道な行為を二度と起こさないために、「ヒトの実験に閏する規定」がニュールンベルグ綱

領に盛り込まれた。それは、「ヒポクラテスの伝統に戻り、その干渉が被験者それ自身の

可能的な受続によって正当化される場合に限り、メディカル研究に被験者を11]いることが

できる」ということであった。だが、￣それは被験者と他のものとに結果するものとを区

別し、被験者に対する受諾と害悪と、他の者に対する受益と害悪とは違っているという原

則を打ち立てることを意味する」（NoL1、ｐ､23)。このことは、すべての結果を考慮する

直接的な受益の原則の違反である。ヒポクラテス的原則は、「医師に他のどの行為よりも
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正味の受益の行為の選択を求め、受続と害悪との計算において、患者以外のすべての影響

を排除している｣。それゆえ、〈他のものに結果（社会とか人頗の受益に結果）するものと

の区別＞する場合には、ヒポクラテス的原則はすでに決定的に修正されていることとなり、

それゆえ、ヒポクラテス的倫理へと後退するのには、受益の原１１'｣に付帯的原則をつけ加え

る必要がある。

ニュールンベルグコードの原Ⅱりく実験は社会の善となるような実り豊かなものの結果を

生み|{付、他の研究手段をもっては得られないものであり、放縦で不必要な実験であって

はならない＞は、〈受益の原Mlj＞のまったくの単純な改【汀である。それにはく被験肴の[t１

発的意志は絶対に必要である＞という事項が加えられている（XUll、ｐｐ､340-2)。受益

の原則に同意事項の規則を補い、それによっても、たとえ患者被験者自身の治療に受益に

ならないような医学研究も認められるとして、ただたんに研究者たちに彼らの研究が患者

の直接の善（受益）を生み'1}すことよりも、長期にわたって人類の受益を生み(}}す方向づ

けがなされた。それゆえ、ニュールンベルクの草案者は、ヒポクラテス的倫理から功利主

義的理論の擁護への第一のステップを踏んだのであった。その意味では、それの草案者は

自律の原則と同意の規則を提唱する初期の規則功利主義者であったと言える。

現代の規則功利主義者は、さらに－歩進めて、各々の行為が予想される善なる結果を生

み|｣'すために、同意を得ることを規則に課している。規則功利主義者は、社会的プラクシ

スは他のどの規則や原則よりも全体としてより大な袴を生み||}すような基本的な現I1Uとか

原11'１によって支配されるべきであると論じ、一般的なプラクシスとして功禾'ルヒを岐大にす

る傾lfUとなるその各々の小原剛の孫１１１によって受益の原【Ｉｌ１を補っている。

この受益の原則を補った規則功利主義の主張はもっともらしくみえるが、こうした規則

の採川の正確な説明とは必ずしもなっていない。それに対して規則功利主義の批判者（義

務論将）は、受益を越えたより|闘接的な方法があると主張する。他方、規則功利主義はい

くつかの’ｉｆ本的な原則に基づいて道徳的社会が機能していて、それらは他の原Ｉｌｌｌよりも、

より多くの霧を生み出す傾向があるからであると主張する。それに対して義務論者は、社

会が機能するような基本的原Ｈ１]があることを認めるが、それらが善を生み出すゆえに、そ

れらの原則が採用されるのかどうかは疑問視している。

義務論者は〈何故善なる結果を生み出すことが道徳的に正しいのか＞と問い、〈善なる

結果を生み出すことは正しい行為を生み||}すことである＞と考えている。このことに関し

ては、他の倫理理論を展開している、有神論者も、合理論者も、経験論者もそれぞれの立

場から、'１１じょうな解答を与えている。ところで、義務論者はく藩なる結果を生み出すこ

とはただ一つの正しい行為を生み出すことなのか＞と問う。〈自律＞は、善なる結果を鵬

み出すように、行為の正しい特性を生み出している。それゆえに、〈自律＞は規範的な倫

理の原則であると主張する（Nql、ｐ､25)。問題点は、何故〈自律＞が倫理的原則である
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のかと問うことである。〈自律の原則＞は他の原則よりもより善なる結果を生み出すゆえ

にということだけであろうか。もしそうだと主張すれば、それは規則功利主義者の立場で

ある。義務論者に従えば、個人の'1立を尊重することは、それが善なる結果を生み出さな

いとしても一応正しい行為を生み１１}すことになるのであり、それゆえに、〈正しい行為を

生み出すこと〉は、彼らの倫理理論の根本的姿勢となっている。

ビーチによれば、現jlI功利主義者も義務論者も共に正しい行為を作り|｣:}すことに関わっ

ている。医の倫理における現代の理論はこの問題に関わり、かなりの一致が見られ、どの

リストにも〈受益の原則>､<自律の原則>、〈正義の原則＞が含まれている（Nol、ｐ､25)。

これらの原ﾛ']は共に五なりあって、ＩＪＩ:究の倫班とかその他の課題についての道徳的判断

の説明に関わっている。しかしこれらのどの原jll]も、〈害悪の回避＞が善の産出に道徳的

に優先するというような考え方には、依拠していないことだけは確かである。〈害悪の回

避〉を原11'１とすることは、ビーチに従えば、すべての臨床医学研究を非倫理的なものとし

て、非治療的研究を排除することになるのである。

他の原則の優先ここで<人間を被験者とする研究＞に関して、現存のすでに定められて

いる倫理的規定をあげ、それにみられる倫理的Ｉ;(IlIをとりあげてみたい。人間被験者の研

究の健康と人間サービスの規制の部門（DepartmentofllealLhandHumanServices

regulationsgovernighuman-subjGctsresearch、アメリカ厚生省）（ＤＨＨＳとする）

は、つぎの七つの基準をあげている（Nol、ｐ26)。

１，被験者の危険は最小限とされる

２，被験者の危険は、被験者の予想される受益との関係におい道理にかなっていること、

結果として道理にかなっていると期待される知識の重要さとの関係において道理にか

なっていること。

３，被験者の選択は公正であること

４，インフォームドコンセントはそれぞれの見込みのある被験者に、あるいは被験者の法

的に権威のある代表者に求められること

５，インフォームドコンセントは適切に記録されること

６，適・切な場合、研究プランは被験省の安全を係;[I：する集められたデータをモニターのた

めの十分な規定とすること。

７，適切な場合、被験者のプライバシーを保護し、データの機密性を維持するに十分な規

定があること。

最初の二つにはく受益の原則＞が取り入れられている－被験者の危険･性を正当化すること、

危険と受益、そして独得される知識の価値とが比較されている。つぎのは、〈正義の原

則＞に基づいている－被験者の選択にさいしての公平さを要求している。つぎの二つは
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〈|;111fのIiII1lI＞に基づいている－インフォームドコンセントが規定されており、六つ'1の

基準には被験者の安全を保証するデータについて規定されている。最後にはプライバシー

と機密性が保証されている。

ビーチは､現代の．倫理理論のなかで､優れたものとして定評のあるロールズの「正義論」

をあげ、「ロールズの正義は二つの原則から展開されているが、彼らは倫理学のある完全

な理論において他の原則と|災Ｉ係づけられなければならないと[認めている_』Ｏ１ｑｌ、ｐｐ､２６

－７）と述べており、どれか一つの原111に絶対的優仙位をﾉﾌﾞ.えようとする試みは難しいと述

べている。ビーチは、このアメリカ1早生省の、ＤＨＨＳ〈人間を被験者とする研究＞のガ

イドラインに対して、１，２項がく受益の原f1lI＞をかかげ、それゆえ、この原則の優位が

強調され、あまりにも正当されすぎているので、それに対して５つの付帯的基準が強調さ

れるべきことを主張している。

ビーチの倫J11l理論へのアプローチの仕方は、まずすべての倫理の原則を〈結果主義的な

もの（受益と非一悪意)〉とく非結果［義的なもの（脚立、真実を告げること、約束を守

ること、殺人を避けること、正義)＞とに区別することから始まっている。そしてつぎに

〈非結果主義的原則＞のなかにあるもの、〈真実を告げる、約束を守る、殺人を避けるこ

となど〉原則のどれかに、優位を与えるのではなく、それらをどれも等価なものとして扱

うことであり、〈結果主義的原則＞についても、同様な取扱いうをすることを説いている。

しかしながら、何かく新しいもの＞の企てについては、つねに受益が結果するというこ

とを前提とし、それのみを実験行為の基準とすれば、非治縦的研究が成り立たない。それ

ゆえ、ビーチによれば、「結果主義と非結果主義との原lllIの'１Mにあって、非結果主義が優

位｣性を持つのでなければならない」（Ｎｑｌ、ｐ２７）のである。非結果主義の原則が結果の

なんらかの考慮以前に十分に満たされなければならない。当然この立場は、研究目的のた

めに被験者の殺人を正当化してはならないという一般倫理的立場と矛盾しないし、またそ

うするさいには被験者の'二1律は必要欠くことのできない問題である。絶対的に被験者の受

益になると考えられる研究も被験満のｌｌ－１律の無視を'|当化し得ないし、さらにどの予想さ

れる善のj1tも自立、正義の原則、殺人を回避の無視しては正当化され得ないのである。

ビーチの見解は、以｣このことから非結果主義原則に基づいた基準が最優先されて満たさ

れなければならないということである。この基準が満たされて、始めて受益と害悪の問題

を考慮される。その意味での･優先ではあるが、別な言い方をすれば、受益の原則なしの`他

の原11|｣の採用は研究を正当化しない。それらの原則がたとえ満たされても、研究計iiliiは被

験者に対して予想される危険を上lhlる受擴を与え、危険は岐小限度とされなけれはならな

い。しかし肝心なのは、他の条件が軍なりあったときにだけ、受益と害悪は考慮されるの

であって、非結果主義的倫理の原IllIが受益に優先するというような仕方で受益を越えるこ

とをピーチは提案している。この意１床において、上述のＤＨＨＳの規制が満たされるべき
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すべての雅準を必要としている（Nql、ｐ２８)。

受益の原則は、そのとき倫理的に受け入れられる研究の岐低限の必要条件であるが、ま

た他の原11'１も必要条件である。他の原111]はただたんなる善なる結果の算||}に優先する。受

益は決して－なされるべき善の予ｸ(１１－非結果主我的原則のすべてを正当化しえない。受益

が研究の倫理の評価の般小の必要条件である限りにおいて、特殊の問題への直接的な適用

がなされる。しかし特殊な問題への適用は、小論の範[＃1を越えた問題であり、ここでは原

則の問題にのみとどめておきたい。
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